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■
不
法
投
棄
を
見
か
け
た
ら
■

 

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
と
き
は
、
千  

歳
警
察
署
か
千
歳
市
環
境
セ
ン
タ
ー
の

不
法
投
棄
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は
廃
棄

物
対
策
課
ま
で
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

【
通
報
内
容
】

  

① 

発
見
し
た
日
時
と
場
所

  

② 

廃
棄
物
の
種
類
と
量

  

③ 

自
動
車
や
人
物
に
関
す
る
情
報

  

④ 

通
報
者
の
住
所
、
氏
名
な
ど

●
千
歳
警
察
署　
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●
千
歳
市
環
境
セ
ン
タ
ー

　

不
法
投
棄
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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廃
棄
物
対
策
課 　

　
(23)
２
１
１
０

■
不
法
投
棄
と
は
？

　

不
法
投
棄
と
は
、廃
棄
物
な
ど
の
「
ご
み
」

を
ル
ー
ル
に
従
わ
ず
に
捨
て
る
こ
と
で
す
。

■
不
法
投
棄
の
現
状

　
「
処
分
費
用
が
も
っ
た
い
な
い
」、「
分
別

や
施
設
に
運
ぶ
の
が
面
倒
」
な
ど
、
自
分

勝
手
な
理
由
で
河
川
敷
や
山
林
の
道
路
脇

な
ど
、
人
け
の
な
い
場
所
に
生
活
ご
み
や

家
具
、
電
化
製
品
な
ど
の
廃
棄
物
が
不
法

投
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

左
の
表
は
、
平
成
23
年
度
か
ら
25
年
度

の
３
年
間
に
不
法
投
棄
さ
れ
た
件
数
で
す
。

　　　　　　　　　（単位：件数）

　　　　　　　　年度
 投棄場所 平成 23 平成 24 平成 25

ごみステーション 51　 31　 73　

山林 ､道路 ､河川敷など 69　 55　 106　

計 120　 86　 179　

不法投棄件数

不
法
投
棄
か
ら

　

美
し
い
ま
ち
を
守
ろ
う

焦点

■
野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
「
少
し
だ
か
ら
燃
や
せ
ば
い
い
」
と
、
庭

先
な
ど
で
廃
棄
物
な
ど
の
「
ご
み
」
を
焼

却
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
「
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
焼
却
」、「
ド
ラ
ム

缶
焼
却
」、「
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
焼
却
」
は
、

野
焼
き
と
同
じ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
付
近
に
居
住
す

る
方
の
迷
惑
に
な
る
ば
か
り
か
、
有
害
物

質
の
発
生
原
因
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
空
き
缶
な
ど
の
ポ
イ
捨
て
禁
止

　

空
き
缶
、空
き
び
ん
な
ど
の
「
ポ
イ
捨
て
」

は
、
ま
ち
や
自
然
を
汚
し
て
い
ま
す
。

　
「
自
分
だ
け
な
ら
」、「
少
し
く
ら
い
な
ら
」、

「
通
り
道
だ
か
ら
」
と
い
う
安
易
な
気
持
ち

で「
ポ
イ
捨
て
」す
る
の
は
、や
め
ま
し
ょ
う
。

ポイ捨ては、禁止

されていますよ！

　

山
林
や
空
き
地
、
河
川
な
ど
に
廃

棄
物
な
ど
の
「
ご
み
」
を
捨
て
る
不

法
投
棄
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
「
ご
み
」
が
不
法
に
投
棄
さ
れ
た
地

域
は
、
美
観
を
損
な
う
ば
か
り
で
な

く
、
悪
臭
が
発
生
し
た
り
地
下
水
が

汚
染
さ
れ
る
な
ど
、
生
態
系
や
日
常

生
活
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
、
犯
罪
で
す
。

　

皆
さ
ん
に
ご
協
力
を
頂
き
、「
ご
み
」

の
な
い
美
し
い
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

　

今
月
の
焦
点
で
は
、
不
法
投
棄
の

現
状
や
市
が
行
っ
て
い
る
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い

　

管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
場
所
、
物

が
散
ら
か
っ
て
い
る
場
所
な
ど
は
、
不
法

投
棄
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
に
は
管
理
責
任

が
あ
り
、
廃
棄
物
が
不
法
投
棄
さ
れ
た
と
き

は
、適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

フ
ェ
ン
ス
や
看
板
の
設
置
、
日
頃
の
整

理
・
整
頓
な
ど
に
よ
り
、
不
法
投
棄
を
さ

せ
な
い
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

■
不
法
投
棄
か
ら
ま
ち
を
守
ろ
う

　

み
ん
な
が
住
み
よ
く
、
き
れ
い
な
ま
ち

に
な
る
よ
う
、
市
で
は
、
ご
み
を
出
す
と

き
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
ま
す
が
、
依
然

と
し
て
不
法
投
棄
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

山
林
や
空
き
地
、
河
川
な
ど
に
は
、
電
化

製
品
や
家
具
な
ど
が
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
地
域
の
美
観
を
損

な
う
ば
か
り
か
、
生
活
環
境
や
自
然
環
境
も

悪
化
さ
せ
る
大
き
な
原
因
に
な
り
ま
す
。

■
市
が
実
施
し
て
い
る
対
策

　

市
は
、
ご
み
を
出
す
と
き
の
ル
ー
ル
が

守
ら
れ
る
よ
う
、
適
正
ご
み
処
理
推
進
員

制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

適
正
ご
み
処
理
推
進
員
は
、
担
当
地
区

を
巡
回
し
て
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実

態
調
査
や
、
市
の
清
掃
指
導
員
と
連
携
し

て
、
啓
発
活
動
や
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
、
不
法
投
棄
が
多
発
す
る
道
路

や
公
園
、
山
林
な
ど
は
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
、
市
と
所
有
者
・
管
理
者
が
連
携
し

て
不
法
投
棄
の
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

※
市
は
、
不
法
投
棄
の
現
場
で
投
棄
者
が

判
明
し
た
と
き
、
警
察
に
通
報
し
て
厳
し

く
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
（
投
棄
禁
止
）

第
16
条　

何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
て
は
な

　

ら
な
い
。

　
（
焼
却
禁
止
）

第
16
条
の
２　

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場

　

合
を
除
き
、
廃
棄
物
を
焼
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

１　

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄

　
　

物
処
理
基
準
、
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
特
別

　
　

管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
つ
て
行
う
廃
棄

　
　

物
の
焼
却

　

２　

他
の
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
行

　
　

う
廃
棄
物
の
焼
却

　

３　

公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な

　
　

い
廃
棄
物
の
焼
却
又
は
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に

　
　

与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
廃
棄
物
の
焼
却
と
し

　
　

て
政
令
で
定
め
る
も
の

　
（
罰
則
）

第
25
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

　

５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
０
０
０
万
円
以
下
の  

　

罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　

14　

第
16
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
廃
棄
物
を
捨
て
た
者

　

15　

第
16
条
２
の
２
の
規
定
に
違
反
し
て
、
廃
棄
物

　
　

を
焼
却
し
た
者

　
北
海
道
空
き
缶
等
の
散
乱
の
防
止
に
関
す
る
条
例

第
８
条　

何
人
も
、
み
だ
り
に
空
き
缶
等
を
捨
て
て
は

　

な
ら
な
い
。

第
16
条　

違
反
し
た
者
は
、２
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
千
歳
市
廃
棄
物
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例

第
27
条　

何
人
も
、
道
路
、
公
園
、
河
川
そ
の
他
の
公

　

共
の
場
所
に
紙
く
ず
、
空
き
缶
、
吸
殻
そ
の
他
の
廃

　

棄
物
を
捨
て
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
公
共
の
場
所

　

を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
。
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　注射器や刺さる危険のないペン型自己注射器、プラスチック類などの在宅医療

廃棄物は、衛生上の観点から焼却することとしています。

　散乱しないように硬めのペットボトルや牛乳などの紙パックに入れ、「キケン」

と表示し、「燃やせるごみ袋」に入れて、ごみステーションに出してください。

ごみステーションは、
ルールを守り ､きれいに使いましょう

※燃やせるごみ ､ 燃やせないごみ ､ プラスチック製容
　器包装 ､ 有害ごみ ､ ４種資源物をきちんと分別して ､
　決められた曜日の朝､ごみステーションに出しましょう。

◎ ごみステーションに出せるもの
品目 種類

燃やせるごみ
生ごみ、紙くず、草・木類、在宅医療
の安全な注射針など

燃やせないごみ
プラスチック製品、皮革製品、ゴム製品、
陶器、金属など

プラスチック製
容器包装

プラスチックボトル、パウチ、トレイ、
菓子袋、ネット（プラスチック製）など

有害ごみ
電池、体温計（水銀入り）、蛍光管、スプレー
缶・カセットボンベ・ガスライターなど

４種資源物
ペットボトル、トレイ等発泡スチロー
ル、びん、空き缶

ごみステーションの管理は、町内会や共同住宅の管理会社などが行っています。
ごみを出すときのルールを守り、みんなできれいに使いましょう

■不適切なごみが出された ｢ごみステーション ｣

■大型ごみが出された ｢ごみステーション」

※ごみステーションは、ごみを勝手に捨てる場所では
　ありません。ルールを守り、ごみの散乱や悪臭の発
　生を防ぎましょう。
※大型ごみ、使用済み小型家電、集団資源回収物などは、
　ごみステーションに出せません。
※会社、商店、工場などの事業所から出るごみは ､ 事
　業ごみですので、ごみステーションに出せません。
※千歳市内から出るごみを市外へ持ち出すこと、市外
　からごみを持ち込むことはできません。

× ごみステーションに出せないもの
品目 処理方法

大型ごみ

指定ごみ袋に入らないものは､大型ごみ
になります。月１回、地区毎に戸別収集
していますので ､ 専用ダイヤル(23)
２６８５に申し込んでください ｡

使用済み小型家電
コミセンなどに設置している回収ボッ
クスに投入してください (無料）。

集団資源回収物 町内会、自治会などで回収しています。

家電リサイクル法
対象品目

市では、収集・処理していません。
・家電販売店、市の収集運搬許可業者に 
( 有料 )収集の依頼をしてください。

・家電リサイクル料金を振込後、自分で
直接、指定引取所に運んでください。

バイク、タイヤ、バッ
テリー、消火器など

市では、収集・処理していません。
販売店などに依頼してください。

●決められた収集日
　（朝８時 30 分まで）

●決められた場所に

●きちんと分別して
　指定ごみ袋で

在宅医療廃棄物

※使用していない、注腸用液剤や安全な注
射針などの「未使用な在宅医療廃棄物」を
処分するときも、使用済の在宅医療廃棄物
と同様に「燃やせるごみ袋」に入れて出し
てください。

　医療から出る廃棄物のうち、感染

性のある廃棄物は特別管理産業廃棄

物として処理されますが、病院や医

師から処方される糖尿病のインスリ

ン自己注射などの在宅自己療法は在

宅医療と呼ばれ、このときに出る在

宅医療廃棄物は、危険性や感染性が

ないことを前提に家庭廃棄物として

　　■在宅医療廃棄物の出し方

プラスチック製容器包装、４種資源物は作業員が手選別で作業を行っています。

在宅医療廃棄物が混入して散乱すると大変危険です。

※在宅医療廃棄物は ､ プラス
チック製容器包装または４種資
源物には出さないでください。

「燃やせるごみ袋」以外の袋で出され、環境センターのごみ処理場で
発見された在宅医療廃棄物。

※中の薬液は ､ごみとして
出す前に処分してください。

排出することができます。

　市は、医療機関の判断や患者へ

の指導により、注射針のような鋭

利なものは医療機関が回収し、そ

れ以外の危険性がない在宅医療廃

棄物は、すべて ｢燃やせるごみ ｣ と

して、環境センターで焼却処分す

ることとしています。

キ
ケ
ン

！

■ごみをごみステーションに出すときは、

  お問い合わせ
廃棄物対策課
廃棄物対策係

(23)２１１０

■注腸用液剤 (未使用 )　　　　■安全な注射針 (未使用 )


